
目黒区移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想推進協議会設置要綱 

 

平成２３年５月９日付け目都計第２１３号決定 

令和２年９月４日付け目都計第５６３号改正  

令和５年３月１日付け目都計第１３５２号改正 

 

（目的及び設置） 

第１条 目黒区におけるバリアフリー事業を連続的かつ一体的に推進することを目的として、高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）に基づき、

目黒区移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想推進協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）目黒区移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想の改定に関すること。 

（２）特定事業等の進行管理、事後評価に関すること。 

（３）その他、区長が必要と認めること。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

（１）学識経験者 ２人以内 

（２）利用者団体代表 ６人以内 

（３）関係行政機関職員 ４人以内 

（４）関係事業者職員 ３人以内 

（５）交通管理者職員 ２人以内 

（６）区内に居住する者（前５号に掲げる者を除く。） ２人以内（前条第１号に規定する事項を

協議する場合に限る。） 

（７）区職員 ３人以内 

（８）その他区長が必要と認める者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨

げない。 

 

 



（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選により定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。 

 

（協議会の開催） 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会への出席又は資料の提出を依頼

することができる。 

 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、目黒区都市整備部都市計画課が担当する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２３年５月９日から施行する。 

２ 目黒区交通バリアフリー推進基本構想協議会設置要綱（平成１４年９月１１日付け目都計第

１９０号の７決定）は廃止する。 

付 則（令和２年９月４日付け目都計第５６３号） 

この要綱は、令和２年９月４日から施行する。 

付 則（令和５年３月１日付け目都計第１３５２号） 

この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 

 


